
契約・新規登録
について

(店舗登録)
(株)環境保全研究所



店舗登録
（80％）

特徴

✔ 愛用および小売販売OK。

✔ 登録後におけるクーリングオフの適用あり。

✔ 法廷書面を2回必ず紙で渡す必要あり。

✔ 契約金0円。

✔ 特商法対象ランク。※対象：業務提供誘引販売取引



新規登録の具体的な手順

①講習会（リアル・Web）等でお客様へご案内。
→契約書とは別で、事前に「概要書面」を印刷して渡さなければならない

②内容に承諾されたら「メールアドレス」と「携帯電話番号」を伺う。

③Web契約招待ができる「全国販社」または「事業部本体」に以下を伝達。

・上位店（紹介者）
・メールアドレスと携帯電話番号

特商法「業務提供誘引販売取引」においては、契約締結前に「概要書面」、締結後に「契約書面」と

いった形で法廷書面を2回、紙でお渡しする必要がございます。

※締結前の「概要書面」については、対面でお渡しできない場合、郵送でご対応ください。



新規登録の具体的な手順

⑤お客様はWebで契約書を確認し、個人情報をご自身で入力して申し込む。

⑥契約番号生成→契約書PDF生成→店舗証跡の控えと契約番号をセットにして
環境保全にメールor郵送で送る→環境保全が承認→完了報告を「ご本人」
「上位店」「招待者」「全国販社」へメールでお送りします。

④「全国販社」「事業部本体」は業務代行クラウドシステムから、メールアドレスまた
はショートメッセージ宛に招待メールを送る。



契約締結の流れ

契約者
事業部本体

Web契約招待

メール or SMS

Web上で契約書
を確認する

個人情報の登録、パス
ワードの登録をご自身で
行う

環境保全

承認

全国販社

契約書郵送

⑥



店舗証跡を送る流れ

契約者 契約番号が表示
される

Web上で、個人情報の
登録、パスワードの登録
をご自身で行う

環境保全

申込

契約書をPDFで
ダウンロード可能

必ず契約番号を明記
してメールor郵送で送
る

承認

完了報告＆契約書郵送

⑥の部分を解説

[法人 or 個人事業主]

事業を行っている証
※実店舗の有無は不問



【再確認】店舗保有の証明として

法人

登記簿事項証明書
(コピー可)(3ヶ月以内)

法人代表の身分証
のコピー

＋

個人事業主

※以下の何れか
・開業届の控え
・開業届出済証明書
・確定申告書第1表
・営業許可証
（コピー可）
※これら証明書に屋号と代表者氏名の記載が
あり、申込時の情報と一致していること。

代表者の身分証のコピー

＋

契約番号を
明記しメール
or郵送で送る

[身分証]
・運転免許証または運転経歴証明書：表面、裏面
があれば両方

・各種健康保険証：名前・生年月日・住所記載面
の部分

・パスポート：写真及び住所のページ

・住民票または印鑑登録証明書：発行日より6ヵ
月以内、個人番号部分は不要

・個人番号カードの表面：個人番号部分は不要



実店舗の有無は問いません。※自宅サロン等もOK

店舗証明のポイントをおさらい

事業として運営されているか証明できること。

店舗としての証は環境保全にメール or 郵送で送る。

証明書を送る際は、必ず契約番号を明記して送る。



店舗証跡の送り先

【郵送】

〒407-0301
山梨県北杜市高根町清里3545-5896
株式会社環境保全研究所 契約担当宛

【メール】

contract@kankyo-hozen.com



対象となる特商法→業務提供誘引販売取引

業務提供誘引販売取引の定義

物品の販売または役務の提供の事業であって、業務提供利益
(小売利益も該当)が得られると相手を誘い、その者と特定負

担(仕入も該当)を伴う取引をすること。

事業者の販売セミナーを受講したり、事業者が販売する商品

を使用して小売活動に活かす場合も、この業務提供誘引販売

取引に該当する。



法廷書面を2回お渡しする必要がございます

✔ 契約を締結する前に印刷した「概要書面」をお見せする。

✔ 内容にご納得いただいた上で契約へ。

※法律上、例外なく紙（2色またはカラー印刷）でお渡ししなければなりません。

✔ Web契約完了後、「契約書面」を郵送します。

※内容は契約書面と同等です。

※対面でお渡しできない場合は、契約者に郵送でお送りください。



まとめ

✔ 契約金は不要だが、事業者が販売する商品を使用して小売活動に活かし、

利益が得られることから、特商法：業務提供誘引販売取引の対象となる。

✔ 店舗保有に関するエビデンスは、必ず契約番号を明記して、環境保全研

究所宛にメールor郵送で送る。

✔ 対象者に対しては、契約締結前と後に必ず法廷書面を紙で渡さなければ

ならないので、契約前には上位店から「概要書面」を手渡しまたは郵送、

契約後には環境保全研究所から郵送で「契約書面」を送る。



契約書のダウンロード

https://www.kankyo-hozen.co.jp/contract

最新版を上記URLにご用意しておりますのでご活用ください。

https://www.kankyo-hozen.co.jp/contract

